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(57)【要約】
【課題】園芸用支柱が容易に転倒せず長く使用しても安
定した状態で立てられるようにした転倒防止具を提供す
る。
【解決手段】園芸用支柱Ｂを挿通して支持する挿通部２
と、前記挿通部２を中心として放射状にかつ等間隔に伸
びる複数本の脚片３とからなり、該各脚片３は地表Ｓ１
から土壌Ｓ中に差し込む縦杆部３ｂを有する側面逆Ｌ字
状に形成され、前記挿通部２に園芸用支柱Ｂを挿通する
と共に各脚片３の縦杆部３ｂを土壌Ｓ中に差し込み園芸
用支柱Ｂを地表Ｓ１に立てるようにした。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　園芸用支柱を挿通して支持する挿通部と、前記挿通部を中心として放射状にかつ等間隔
に伸びる複数本の脚片とからなり、前記各脚片は地表から土壌中に差し込む縦杆部を有す
る側面逆Ｌ字状に形成され、
　前記挿通部に前記園芸用支柱を挿通すると共に前記各脚片の縦杆部を土壌中に差し込み
前記園芸用支柱を地表に立てるようにしたことを特徴とする園芸用支柱の転倒防止具。
【請求項２】
　前記各脚杆の縦杆部の下端をその下段に位置する各脚杆の上面に着脱自在に接合するこ
とにより、多段に積み重ねられるようにした請求項１記載の園芸用支柱の転倒防止具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、土壌に播種した野菜、果樹、草花等の植物の生育時に地表に立てる園芸用支
柱を安定した状態で使用できるようにした園芸用支柱の転倒防止具（以下、単に「転倒防
止具」という。）に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、野菜、果樹、草花等の植物であり、特につる性植物や茎の不安定な植物にあって
は、該植物の成長と共に該植物を支えるためにその近くの地表に園芸用支柱を立てるよう
にしている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１４３４６０号公報（第３－４頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、一般の園芸地は土壌を非常に柔らかくしており、また、植物を生育させ
るプランターはその底が比較的浅くその中に土壌を沢山入れられないようになっている。
このため、いずれの場合も園芸用支柱の土壌に差し込まれた部位が土壌によりしっかりと
固定できずにふら付き易く、ともすると転倒して本来の機能を果たすことができないとい
う課題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みてなされたもので、園芸用支柱が容易に転倒せず長く
使用しても安定した状態で立てられるようにした転倒防止具を提供することを目的とする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するため本発明の転倒防止具は、園芸用支柱を挿通して支持する挿通
部と、前記挿通部を中心として放射状にかつ等間隔に伸びる複数本の脚片とからなり、前
記各脚片は地表から土壌中に差し込む縦杆部を有する側面逆Ｌ字状に形成され、前記挿通
部に前記園芸用支柱を挿通すると共に前記各脚片の縦杆部を土壌中に差し込み前記園芸用
支柱を地表に立てるようにしたことを特徴とする。
【０００７】
　この際、前記各脚杆の縦杆部の下端をその下段に位置する各脚杆の上面に着脱自在に接
合することにより、多段に積み重ねられるようにすることが好ましい。
【０００８】
　具体的には、前記各脚杆の縦杆部の下端に連結片を突設すると共に該各脚杆の上面に該
各連結片と対応位置して連結片が嵌脱自在に嵌合する連結孔を設け、前記各連結孔に各連
結片を嵌合することにより、転倒防止具が多段に積み重ねられるようにする手段が採られ
る。この場合、各脚杆の縦杆部の下端に連結孔を設け、その下段に位置する各脚片の上面
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に連結孔と対応位置して連結片を設けるようにしても良い。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に係る転倒防止具は、園芸用支柱を挿通して支持する挿通部と、該挿通部を中
心として放射状にかつ等間隔に伸びる複数本の脚片とからなり、該各脚片は地表から土壌
中に差し込む縦杆部を有する側面逆Ｌ字状に形成される。そして、挿通部に園芸用支柱を
挿通すると共に各脚片の縦杆部を土壌中に差し込み園芸用支柱を地表に立てるようにした
。このように、各脚片が挿通部を中心として放射状に等間隔に伸び、しかも、側面逆Ｌ字
状に形成されており、上下に真直ぐな縦杆部を土壌中に差し込むようにしているので、該
縦杆部が土壌中に差込み易く、また、転倒防止具がしっかりと固定される。よって、該転
倒防止具の挿通部に園芸用支柱を挿通して立てても、長い間安定した状態でしっかりと支
持され、ほとんど転倒することがない。また、植物が生育を終え園芸用支柱と共に転倒防
止具を撤去するには、該転倒防止具をそのまま上方へ引けば、各縦杆部が土壌中から抜け
、簡単に取ることができ、作業性も良い。
【００１０】
　また、請求項２に係る転倒防止具は、前記各脚杆の縦杆部の下端をその下段に位置する
各脚杆の上面に着脱自在に接合することにより、多段に積み重ねられるようにした。よっ
て、これら多段に積み重ねられた転倒防止具は一体をなし、しかもその高さが高くなるの
で、園芸用支柱を高い位置で保持でき、園芸用支柱がその分一層安定し、転倒防止効果が
高められる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る転倒防止具の実施の形態を図面に基づいて詳しく説明する。図１は
本発明に係る転倒防止具の斜視図、図２は同平面図、図３は図２のＸ－Ｘ線断面図である
。転倒防止具Ａは、合成樹脂製であって、中央に上下に貫通し後記する園芸用支柱Ｂを挿
通するため平面円形状の挿通孔１を有する挿通部としての支持筒２が配置される。
【００１２】
　前記支持筒２の外周縁であってその上端部に、該支持筒２を中心として放射状にかつ等
間隔に伸びる３本の脚片３が一体に延設されている。各脚片３は、水平な横杆部３ａと該
横杆部３ａの先端から下方へほぼ垂直に屈曲して形成される縦杆部３ｂとから側面逆Ｌ字
状に形成されている。これら縦杆部３ｂが、後記するように地表Ｓ１から土壌Ｓ中に差し
込まれることになる。
【００１３】
　この転倒防止具Ａの平面的に見たときの外周直径は、例えば１１０ｍｍ、高さは例えば
５８ｍｍに設定されている。また、各脚片３，３間の間の角度は、１２０度に設定される
。このように、脚片３，３の間の間隔を広げておくのは、該転倒防止具Ａを植物Ｄの近く
に設置するので、該転倒防止具Ａができるだけ植物Ｄの生育の妨げとならないように配慮
する必要性があるからである。
【００１４】
　また、各脚片３における横杆部３ａの先端上面に連結孔４が設けられており、これと対
応して各脚片３における縦杆部３ｂの下端に連結孔４に嵌脱自在に嵌合する連結片５が突
設されている。これは、後記するように転倒防止具Ａを多段に積み重ねて使用する場合に
使用するためである。なお、図示は省略するが、各脚片３における横杆部３ａの先端上面
に上方へ突出する連結片５を設け、これと対応して各脚片３における縦杆部３ｂの下端に
連結片５が嵌脱自在に嵌合する連結孔４を設けるようにしても良い。
【００１５】
　転倒防止具Ａに挿通して使用される園芸用支柱Ｂは、合成樹脂製であって外径がほぼ１
ｃｍ程度の太さを有し、空洞状に形成され、下端部は土壌Ｓ内に差し込み易いように尖っ
ている。また、その長さは、適宜長さに設定されている。例えば、１ｍ、１ｍ２０ｃｍ、
１ｍ４０ｃｍ、１ｍ６０ｃｍといったように複数種類の園芸用支柱Ｂが取り揃えられる。
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【００１６】
　本発明の転倒防止具Ａは上記構成からなり、次にその使用方法を説明する。図４はプラ
ンターで植物を育成している状態を示す斜視図である。プランターＰには所定量の土壌Ｓ
が入っており、まだ若い植物Ｄが生えている。そこで、該植物Ｄを支える園芸用支柱Ｂを
立てておくための転倒防止具Ａを、植物Ｄの近くであって、しかも、両脚片３，３間に該
植物Ｄが位置するように園芸用支柱Ｂの位置を考慮して地表Ｓ１に配置し、その状態で上
から押す。これにより、各脚片３における縦杆部３ｂの先端が地表Ｓ１から土壌Ｓ内に差
し込まれる。そして、各横杆部３ａが地表Ｓ１近くまで達する。この状態で、支持筒２の
挿通孔１に上から園芸用支柱Ｂを挿通し、その先端を土壌Ｓ内に差し込んで園芸用支柱Ｂ
の固定が終了する。そして、この状態で植物Ｄを園芸用支柱Ｂに紐（図示せず。）で縛っ
て安定させる。園芸地であっても同様にして園芸用支柱Ｂが立てられる。
【００１７】
　図５は転倒防止具を多段に積み重ねて使用するようにした状態の断面図を示す。この場
合は、土壌Ｓに差し込まれた一番下に位置する転倒防止具Ａ１の上段に、その転倒防止具
Ａ１と同じ向きにして次の転倒防止具Ａ２を重ねると共に各縦杆部３ｂの下端の連結片５
を下段の転倒防止具Ａ１の各脚片３の上面に設けられた連結孔４にそれぞれ嵌合させて、
上下の転倒防止具Ａ１，Ａ２を接合する。
【００１８】
　同様にして、下から第二番目の転倒防止具Ａ２の上段に第三番目の転倒防止具Ａ３を重
ね、該第三番目の転倒防止具Ａ３における各縦杆部３ｂの下端の連結片５を第二段目の転
倒防止具Ａ２における各脚片３の上面の連結孔４にそれぞれ嵌合させる。以後、同様な手
法により転倒防止具Ａ１，Ａ２，Ａ３…を多段に積み重ねることができる。そして、この
場合、最上端に位置する転倒防止具Ａ３の上から各支持筒２の挿通孔１に園芸用支柱Ｂを
挿通してその下端を土壌Ｓに差し込む。このように、転倒防止具Ａを多段に積み重ねるこ
とにより、その分園芸用支柱Ｂの上端側を支持できることになり、結果的に園芸用支柱Ｂ
が非常に転倒しにくくなる。
【００１９】
　このようにして、園芸用支柱Ｂが固定されるが、各脚片３が側面逆Ｌ字状に形成され、
縦杆部３ｂを土壌Ｓ中に差し込むようにしているので、該縦杆部３ｂが土壌Ｓ中に差込み
易く、また、しっかりと固定される。よって、該転倒防止具Ａの支持筒２に園芸用支柱Ｂ
を挿通して立てても、長い間しっかりと安定的に支持され、ほとんど転倒することがない
。
【００２０】
　また、植物Ｄが生育を終え園芸用支柱Ｂと共に転倒防止具Ａを撤去するには、該転倒防
止具Ａをそのまま上方へ引けば、各縦杆部３ｂが土壌中から抜け、簡単にとることができ
作業性も良い。
【００２１】
　図６に示した転倒防止具Ｃ１は、他の実施の形態に係るものである。該他の実施の形態
に係る転倒防止具Ｃ１は、合成樹脂材により形成され、中央に上下に貫通し園芸用支柱Ｂ
を挿通するための挿通部が配置される。該挿通部は、平面円形状の挿通孔１１を有する支
持筒１２からなる。そして、該支持筒１２の外周縁であってその上端部に、該支持筒１２
を中心として放射状にかつ等間隔に伸びる３本の脚片１３が一体に延設されている。各脚
片１３は、水平な横杆部１３ａと該横杆部１３ａの先端から下方へほぼ垂直に屈曲して形
成される縦杆部１３ｂとから側面逆Ｌ字状に形成されている。これら縦杆部１３ｂが、地
表Ｓ１から土壌Ｓ中に差し込まれることになる。また、各脚片１３における横杆部１３ａ
にその長手方向に沿って二個の平面円形状の通孔１４，１４が開設される。これら通孔１
４，１４も園芸用支柱を挿通するためのものであるが、前記園芸用支柱Ｂよりも細径の園
芸用支柱Ｂ１を挿通して使用する場合のものであって前記中央の挿通孔１１よりも内径が
小径に形成されている。横杆部１３ａの裏側に各通孔１４，１４を囲うように筒部１５，
１５が突設されている。これは、各通孔１４，１４周囲の強度を増して構造的に強くする
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ためである。
【００２２】
　この転倒防止具Ｃ１の平面的に見たときの外周直径は、例えば１１０ｍｍ、高さは例え
ば５８ｍｍに設定されている。この転倒防止具Ｃ１も本発明に係る転倒防止具Ａと同様に
して使用することができる。また、各脚片１３，１３間の間の角度は、１２０度に設定さ
れる。なお、本発明のような連結孔４や連結片５が設けられてないが、この転倒防止具Ｃ
１に設けるようにしても良い。
【００２３】
　図７に示した転倒防止具Ｃ２も、他の実施の形態に係るものである。該他の実施の形態
に係る転倒防止具Ｃ２は、合成樹脂材により形成され、中央に上下に貫通し園芸用支柱Ｂ
を挿通するための挿通部としての挿通孔２１が開設されている。該挿通孔２１は、平面円
形状をなす。また、該挿通孔２１を中心として放射状にかつ等間隔に伸びる４本の脚片２
３が、一体に延設されている。各脚片２３は、水平な横杆部２３ａと該横杆部２３ａの先
端から下方へほぼ垂直に形成される棒状の縦杆部２３ｂとから側面逆Ｌ字状に形成されて
いる。これら縦杆部２３ｂが、地表Ｓ１から土壌Ｓ中に差し込まれることになる。また、
各横杆部２３ａには、それぞれ平面円形状の通孔２４が開設される。これら通孔２４も中
央の前記園芸用支柱Ｂよりも細径の園芸用支柱Ｂ１を挿通するためのものであって前記中
央の挿通孔２１よりも内径が小径に形成されている。更に、隣り合う横杆部２３ａ，２３
ａ間であって挿通孔２１を中心として対向位置する部位に、互いの横杆部２３ａ，２３ａ
の先端部を円弧状に結ぶように連結される接続杆部２５が一体に設けられている。このよ
うな構成としても前記と同様に両園芸用支柱Ｂ，Ｂ１のいずれもしっかりと支える。
【００２４】
　この転倒防止具Ｃ２は、その平面的に見たときの外周直径が例えば１１０ｍｍ、高さが
例えば５８ｍｍに設定されている。この転倒防止具Ｃ２も、本発明に係る転倒防止具Ａと
同様にして使用することができる。また、各脚片２３，２３間の間の角度は９０度であっ
て、接続杆部２５が設けられていない脚片２３，２３間に植物Ｄを配置することになる。
なお、本発明のような連結孔４や連結片５が設けられてないが、この転倒防止具Ｃ２に設
けるようにしても良い。
【００２５】
　図８に示した転倒防止具Ｃ３も、他の実施の形態に係るものである。該他の実施の形態
に係る転倒防止具Ｃ３は、中央部に小径の園芸用支柱Ｂ１を挿通して支える挿通部として
の小径支持筒３２ａが配置される。該小径支持筒３２ａは平面円形状の挿通孔３１ａを有
する。また、該小径支持筒３２ａの一側はその長手方向に沿って挿通孔３１ａと連通する
切欠溝３３が設けられ、該切欠溝３３の両側から外方へ同じく平面略弧状に突設するよう
にして円筒状の大径支持筒３２ｂが設けられている。該大径支持筒３２ｂの側面であって
前記切欠溝３３と対向する位置に、挿入溝３５が同じくその長手方向に沿って該大径支持
筒３２ｂの平面円形状の挿通孔３１ｂと連通するようにして開設される。
【００２６】
　前記小径支持筒３２ａの挿通孔３１ａは、細径の園芸用支柱Ｂ１がしっかり嵌るように
その内径が細径の園芸用支柱Ｂ１の軸径と略同じに設定される。そして、その一側の切欠
溝３３の溝幅は細径の園芸用支柱Ｂ１の軸径よりも僅かに狭い。また、大径支持筒３２ｂ
の挿通孔３１ｂは太径となる園芸用支柱Ｂがしっかり嵌るようにその内径が太径となる園
芸用支柱Ｂの軸径と略同じに設定される。また、その一側の挿入溝３５の溝幅は太径とな
る園芸用支柱Ｂの軸径よりも少し狭く設定されている。そこで、前記太径となる園芸用支
柱Ｂは、挿入溝３５から大径支持筒３２ｂ内に嵌め込む。一方、小径の園芸用支柱Ｂ１の
場合は、挿入溝３５を通過させると共に切欠溝３３から小径支持筒３２ａに嵌める。いず
れの場合も、嵌った状態では園芸用支柱Ｂ，Ｂ１の外周面を挿通孔３１ａまたは挿通孔３
１ｂの内周面が締め付け、緩むようなことはない。
【００２７】
　また、前記中央の小径支持筒３２ａを中心として放射状にかつ等間隔に伸びる５本の横



(6) JP 2010-8 A 2010.1.7

10

20

30

40

杆部３６が水平に延設されている。各横杆部３６は水平面内でそれぞれ６０度の間隔離し
て延設され、その内、前記大径支持筒３２ｂの挿入溝３５に対応する位置は、両横杆部３
６ａ，３６ａ間が１２０度に開いている。そして、該１２０度開いた部位を除いて、他の
横杆部３６の先端間は円弧状の接続部材３７により連結されている。また、前記１２０度
に開いた横杆部３６ａ，３６ａの先端部と、両横杆部３６ａ，３６ａから等距離にある横
杆部３６ｂの先端部との裏側に、それぞれ縦杆部３８が垂設されている。これら縦杆部３
８が、地表Ｓ１から土壌Ｓ中に差し込まれることになる。このような構成としても構造的
に強く、前記と同様に両園芸用支柱Ｂ，Ｂ１のいずれもしっかりと支える。
【００２８】
　この転倒防止具Ｃ３の平面的に見たときの外周直径は、例えば１１０ｍｍ、高さは例え
ば５８ｍｍに設定されている。この転倒防止具Ｃ３も、園芸用支柱Ｂを支持筒３２にその
側面の切欠溝３３から押し込み挿通することにより、本発明に係る転倒防止具Ａと同様に
して使用することができる。なお、本発明のような連結孔４や連結片５が設けられてない
が、この転倒防止具Ｃ３に設けるようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に係る転倒防止具の斜視図。
【図２】同平面図。
【図３】図２のＸ－Ｘ線断面図。
【図４】プランターで植物を育成している状態を示す斜視図。
【図５】図５は転倒防止具を多段に積み重ねて使用するようにした状態の断面図。
【図６】他の実施の形態に係る転倒防止具の斜視図。
【図７】他の実施の形態に係る転倒防止具の斜視図。
【図８】他の実施の形態に係る転倒防止具の斜視図。
【符号の説明】
【００３０】
　２　　　　　　挿通部（支持筒）
　３　　　　　　脚片
　３ｂ　　　　　縦杆部
　４　　　　　　連結孔
　５　　　　　　連結片
　１２　　　　　挿通部（支持筒）
　１３　　　　　脚片
　１３ｂ　　　　縦杆部
　２１　　　　　挿通部（支持孔）
　２３　　　　　脚片
　２３ｂ　　　　縦杆部
　３２　　　　　挿通部（支持筒）
　３２ａ　　　　挿通部（小径支持筒）
　３２ｂ　　　　挿通部（大径支持部）
　３８　　　　　縦杆部
　Ａ　　　　　　転倒防止具
　Ａ１～Ａ３　　転倒防止具
　Ｂ　　　　　　園芸用支柱
　Ｂ１　　　　　細径の園芸用支柱
　Ｃ１～Ｃ３　　転倒防止具
　Ｓ　　　　　　土壌
　Ｓ１　　　　　地表
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